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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，公益社団法人日本

保安用品協会（JSAA）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，工業標準原案を具して日本工業規格

を改正すべきとの申出があり，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本工業規格

である。 

これによって，JIS T 8133:2007 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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日本工業規格          JIS 
 T 8133：2015 
 

乗車用ヘルメット 

Protective helmets for motor vehicle users 

 

序文 

この規格は，1970 年に制定され，その後 8 回の改正を経て今日に至っている。前回の改正は 2007 年に

行われたが，その後，試験方法及び判定基準をより明確化するために改正した。 

 

1 適用範囲 

この規格は，原動機付自転車，自動二輪車（サイドカー付きを含む。），及び一般四輪自動車の運転者及

び同乗者のための乗車用ヘルメット（以下，ヘルメットという。）について規定する。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS B 1501 転がり軸受－鋼球 

JIS D 1050 自動車－衝撃試験における計測 

JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材 

JIS G 4401 炭素工具鋼鋼材 

 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，次による。 

3.1 

ヘルメット 

頭部に装着することによって，衝撃エネルギーを吸収して頭部傷害を軽減することを目的とするもの。 

3.2 

帽体 

使用者の頭部を覆い，ヘルメットの外形を形づくるもの。 

3.3 

衝撃吸収ライナ 

帽体の内側に沿って取り付けられている衝撃を吸収するための部材。 

3.4 

内装クッション 

ヘルメット使用者のかぶり心地をよくするための部材。 


